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歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険
者
）
に
、
平
成
　
年
度
介

65

26

護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書
を
送
付
し
ま
す
。
皆

さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た
だ
く
保
険
料
は
、
介
護
保
険
を
支
え
る

大
切
な
財
源
に
な
り
ま
す
。

 

歳
以
上
の
方
（

　
歳
以
上
の
方
（
第第
11
号
被
保
険
者
）

号
被
保
険
者
）

6565
 保
険
料
の
決
定
 

　
前
年
の
合
計
所
得
　
な
ど
に
応
じ
た
負
担
に
な
る
よ
う
　

（*）

11

段
階
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

　
合
計
所
得

（*）燕
総
合
課
税
さ
れ
る
所
得
の
み
の
場
合
…
総
所
得
金
額
・
退
職

所
得
・
山
林
所
得
の
合
計

燕
分
離
課
税
さ
れ
る
所
得
の
あ
る
場
合
…
総
所
得
金
額
・
退
職

所
得
・
山
林
所
得
・
長
期
譲
渡
所
得
な
ど
の
合
計

※
介
護
保
険
料
は
、
３
年
ご
と
に
各
市
区
町
村
の
介
護
サ
ー
ビ

ス
の
供
給
量
な
ど
を
判
断
し
決
定
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
決
定
通
知
書
ま
た
は
市
公
式
サ
イ
ト
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

 保
険
料
の
納
め
方
 

　
保
険
料
の
納
め
方
は
、
特
別
徴
収
と
普
通
徴
収
が
あ
り
ま
す
。

 特
別
徴
収
  …
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し

　
保
険
料
（
年
額
）
が
、
年
金
支
払
月
の
６
回
に
分
け
て
引
き

落
と
し
と
な
り
ま
す
。（
年
度
の
途
中
か
ら
特
別
徴
収
が
始
ま

る
方
を
除
く
）

対
　
象
　
年
金
が
年
額
　
万
円
以
上
の
方

18

※
対
象
と
な
る
年
金
は
、
老
齢
（
退
職
）
年
金
・
遺
族
年
金
・

障
害
年
金
で
す
。

 普
通
徴
収
  …
納
付
書
や
口
座
振
替

対
　
象
　
年
金
が
年
額
　
万
円
未
満
の
方
、
特
別
徴
収
の
対
象

18

と
な
る
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い
方

※
特
別
徴
収
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
方
で
も
、
次
の
方
は
普

通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

焔
年
度
の
途
中
で
　
歳
に
な
っ
た
方

65

焔
年
度
の
途
中
で
年
金
の
支
払
い
が
始
ま
っ
た
方

焔
年
度
の
途
中
で
ほ
か
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
方

焔
年
金
が
一
時
差
し
止
め
と
な
っ
た
方

焔
年
金
担
保
貸
付
金
を
返
済
中
で
年
金
の
支
払
い
が
な
く
な
っ

た
方

 

～

歳
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の

　
～
　
歳
（
第
２
号
被
保
険
者
）
の
方方

4040

6464

 保
険
料
の
決
定
・
納
め
方
 

　
国
民
健
康
保
険
や
企
業
の
健
康
保
険
な
ど
、
加
入
し
て
い
る

医
療
保
険
に
よ
っ
て
決
め
方
や
納
め
方
が
異
な
り
ま
す
が
、
医

療
保
険
分
と
介
護
保
険
分
を
併
せ
て
納
め
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。

 サ
ー
ビ
ス
の
利
用
は
ま
ず
相
談
か

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
は
ま
ず
相
談
か
らら

　「
介
護
が
必
要
か
な
？
」
と
思
っ
た
ら
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
や
高
齢
福
祉
介
護
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
料
を
納
め
な
い
と

 保
険
料
を
納
め
な
い
と
？？

　
特
別
な
事
情
が
な
く
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
続
く
と
、
滞
納

処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
時

に
、
未
納
期
間
に
応
じ
て
保
険
給
付
に
制
限
が
加
え
ら
れ
ま
す
。

焔
１
年
間
滞
納
し
た
場
合
…
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
費
用
が
い
っ

た
ん
全
額
利
用
者
負
担
と
な
り
ま
す
。

焔
１
年
６
か
月
間
滞
納
し
た
場
合
…
保
険
給
付
が
一
時
差
し

止
め
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
滞
納
が
続
く
場
合
は
、
差
し
止

め
た
保
険
給
付
額
か
ら
滞
納
保
険
料
を
控
除
し
ま
す
。

焔
２
年
間
以
上
滞
納
し
た
場
合
…
利
用
者
負
担
を
１
割
か
ら

３
割
に
引
き
上
げ
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
な
ど
の
支
給
停

止
と
な
り
ま
す
。

※
保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
納
付
相
談
を
利
用
し
て

く
だ
さ
い
。

※
火
災
や
風
水
害
な
ど
で
、
家
財
に
著
し
い
損
害
を
受
け
た
場

合
な
ど
は
、
保
険
料
の
徴
収
を
猶
予
ま
た
は
減
免
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
　
介
護
保
険
の
制
度
・
保
険
料
…
高
齢
福
祉
介
護
課
介

護
保
険
係
階
　
／
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
相
談
…
高
齢
福

143

祉
介
護
課
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
係
階
　
／
要
介
護
認

196

定
…
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
認
定
係
階
　
／
納
付
相
談
…

146

納
税
課
納
税
担
当
階
　179

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書
の
送

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
・
納
入
通
知
書
の
送
付付
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 問合せは羽村市役所（緯555-1111）または各施設へ 

　
使
用
期
限
（
８
年
間
）
の
切
れ
る
水
道
メ
ー
タ
ー
を
交
換
し

ま
す
。

　
今
回
交
換
の
対
象
と
な
る
の
は
、
メ
ー
タ
ー
の
フ
タ
の
裏
側

に
「
　
／
○
（
○
は
　
～
　
の
数
字
）」
ま
た
は
「
　
／
○
（
○

26

10

12

27

は
１
～
９
の
数
字
）」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　
交
換
に
か
か
る
費
用
は
無
料
で
す
。
工
事
代
金
な
ど
は
一
切

か
か
り
ま
せ
ん
。

　
対
象
の
お
宅
に
は
、
市
が
委
託
し
た
工
事
店
が
事
前
に
案
内

を
配
布
し
、
交
換
を
行
い
ま
す
。
作
業
員
は
腕
章
の
ほ
か
、
市

の
発
行
す
る
身
分
証
明
書
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。
留
守
の
場
合

も
宅
地
内
で
作
業
を
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

※
交
換
後
、
水
が
一
時
的
に
濁
っ
た
り
、
空
気
泡
が
出
た
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
水
を
し
ば
ら
く
流
し
て
か
ら
使
用
し

て
く
だ
さ
い
。

 交
換
期
間
と
対
象
地
区
 

噛
７
月
８
日
昇
～
８
月
７
日
昭
…
奇
数
月
に
検
針
し
て
い
る
地
区

　
栄
町
一
～
三
丁
目
／
緑
ヶ
丘
四
・
五
丁
目
／
羽
東
一
～
三
丁

目
（
一
部
）
／
羽
中
一
～
四
丁
目
／
羽
加
美
一
～
四
丁
目
／

羽
西
一
～
三
丁
目
／
小
作
台
一
～
五
丁
目
／
羽
６
９
０
～
７

４
３
番
地
（
清
流
地
区
）

噛
８
月
８
日
晶
～
９
月
８
日
捷
…
偶
数
月
に
検
針
し
て
い
る
地
区

　
川
崎
一
～
四
丁
目
／
五
ノ
神
一
～
四
丁
目
／
神
明
台
一
～
四

丁
目
／
緑
ヶ
丘
一
～
三
丁
目
／
玉
川
一
・
二
丁
目
／
富
士
見

平
一
～
三
丁
目
／
羽
東
一
～
三
丁
目
／
双
葉
町
一
～
三
丁
目

／
羽
字
武
蔵
野
地
区
／
五
ノ
神
武
蔵
野
地
区
／
川
崎
武
蔵
野

地
区

問
合
せ
　
水
道
事
務
所
緯
５
５
４－

２
２
６
９

水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換
（
無
料

水
道
メ
ー
タ
ー
の
交
換
（
無
料
））

を
行
い
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
行
い
ま
すす

 介
護
保
険
利
用
者
負
担
額
の
軽
減
制
度
 

　
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
と
き
、
利
用
者
負
担
額

を
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
　
象
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
、
次
の
す
べ
て
に
該

当
す
る
方

燕
年
間
収
入
額
が
単
身
世
帯
で
１
５
０
万
円
、世
帯
員
が
１
人

増
え
る
ご
と
に
　
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下
で
あ
る

50

燕
預
貯
金
な
ど
の
額
が
単
身
世
帯
で
３
５
０
万
円
、世
帯
員
が
１

人
増
え
る
ご
と
に
１
０
０
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下
で
あ
る

燕
日
常
生
活
に
供
す
る
資
産
以
外
に
活
用
で
き
る
資
産
が
な
い

燕
負
担
能
力
の
あ
る
親
族
な
ど
に
扶
養
さ
れ
て
い
な
い

燕
介
護
保
険
料
の
滞
納
が
な
い

対
象
サ
ー
ビ
ス
　
居
宅
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
施
設

介
護
サ
ー
ビ
ス

※
軽
減
の
申
し
出
を
し
た
事
業
者
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
に
限
り

ま
す
。

 介
護
保
険
施
設
な
ど
の
居
住
費
・
食
費
の
負
担
軽
減
制
度
 

　
介
護
保
険
施
設
な
ど
の
居
住
費
（
滞
在
費
）・
食
費
は
原
則

自
己
負
担
で
す
が
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
に
は
費
用
の
負

担
を
一
部
軽
減
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
制
度
の
利
用
に
は
、

事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
　
象
　
市
民
税
非
課
税
世
帯
で
、
介
護
保
険
施
設
に
入
所

ま
た
は
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
方

問
合
せ
　
高
齢
福
祉
介
護
課
介
護
保
険
係
階
　144

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
負
担
額
軽
減
制

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の
負
担
額
軽
減
制
度度

　
市
で
は
、
羽
村
市
産
業
振
興
計
画
の
策
定
に
あ
た
り
、
羽
村

市
産
業
振
興
計
画
策
定
懇
談
会
を
設
置
し
ま
す
。

　
多
く
の
方
の
意
見
を
取
り
入
れ
る
た
め
、
市
民
公
募
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格
　
市
内
在
住
・
在
勤
の
　
歳
以
上
の
方

18

募
集
人
員
　
２
人

任
　
期
　
平
成
　
年
８
月
～
平
成
　
年
２
月

26

27

開
催
回
数
　
５
回
程
度

開
催
時
間
　
原
則
、
平
日
の
昼
間
（
２
時
間
程
度
）

謝
礼
（
１
回
）　
６
０
０
０
円

応
募
方
法
　
７
月
　
日
峨
午
後
５
時
（
必
着
）
ま
で
に
、「
羽

22

村
市
に
お
け
る
産
業
振
興
の
推
進
の
た
め
に
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
」
を
８
０
０
字
程
度
に
ま
と
め
、「
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
」
を
記
入
し
、
郵
送
・
Ｅ

メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
応
募
先
へ
（
様
式
自
由
）

選
考
方
法
　
作
文
を
基
に
審
査
し
、
決
定

※
持
参
の
場
合
の
受
付
時
間
は
、
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

午
前
８
時
　
分
か
ら
午
後
５
時
ま
で
で
す
。

30

※
応
募
作
文
は
非
公
開
と
し
、
選
考
後
返
却
し
ま
す
。

※
選
考
結
果
は
、
応
募
者
全
員
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
選
考

内
容
に
関
す
る
問
合
せ
に
は
答
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

※
任
期
中
は
、
羽
村
市
の
ほ
か
の
審
議
会
・
懇
談
会
な
ど
の
市

民
公
募
委
員
を
兼
任
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

応
募
先
・
問
合
せ
　
羽
村
市
産
業
振
興
計
画
担
当
階
　
〒
２
０

665

５－

８
６
０
１
（
所
在
地
記
載
不
要
）

　
死s

2
0
6
0
2
0
@
c
i
t
y
.
h
a
m
u
r
a
.
t
o
k
y
o
.
j
p

羽
村
市
産
業
振
興
計
画
策
定
懇
談
会

市
民
公
募
委
員
の
募

羽
村
市
産
業
振
興
計
画
策
定
懇
談
会
　
市
民
公
募
委
員
の
募
集集



　
施
設
の
修
繕
に
伴
い
、
次
の
期
間
、
リ
サ

イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
で
の
粗
大
ご
み
持
込
み
受

付
を
休
止
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま

す
が
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
粗
大
ご
み
自
宅
回
収
は
、
次
の
期

間
を
避
け
て
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

期
　
間
　
７
月
　
日
俄
～
８
月
１
日
画

28

休
止
業
務
　
粗
大
ご
み
持
込
み
の
受
付

※
引
越
し
な
ど
で
期
間
中
に
粗
大
ご
み
の
処

理
が
必
要
な
方
は
、
事
前
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
　
リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー
緯
５
７
８

－

１
２
１
１

粗
大
ご
み
の
持
込
み
受
付
・
回
収

  粗
大
ご
み
の
持
込
み
受
付
・
回
収
をを

一
時
休
止
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
時
休
止
し
ま
すす

リサちゃんといくるちゃんの

分別クイズ！　

＜アイスの分別はわかるかな？＞

答え　Q1燃やせるごみ　Q2資源B（容器包装プラスチック）
　Q3資源A（雑紙）

いくるちゃん

リサちゃん

　いつも「広報はむら」をご覧いただきありがと

うございます。

　表紙や記事中の写真に、あなたが写っていたら

連絡してください。ご希望の方には、掲載した写

真を無料で差し上げます。

 撮影にご協力をお願いします 

　撮影を行う広報職員は、施設管理者やイベント

主催者などに承諾を得て、広報紙などへの掲載を

目的として腕章をつけて撮影を行っています。

　撮影現場では、口頭での撮影了承確認は行いま

せんが、万が一撮影されたくないなどの場合は、

撮影している職員までお申し出ください。

問合せ　広報広聴課広報係階337

　広報はむら6月15日号に掲載したクロスワードパズ

ルの答えを発表します。

　皆さんは、パズルを完成させられましたか？

　全問正解したあなたは、羽村市の環境マスターです！

右衛門 と 右衛門 の

環境環境ククロロスワードパズスワードパズルル
量減

ルマ－
１

ンゲ
２

ア

－

４３

８
ルク

５
メ

９
ュシ

ウソウホ
７

ウ
６

ガゴンウ

ヒイ
10

ゾ

ク－マコ
11

サ

シ

ア サツ

イ ジ

ユ

タ

エ

春の市内いっせ春の市内いっせいい
美化運動報美化運動報告告

　5月25日掌に行った春の市内いっせい美化運

動で、燃やせるごみ5,260手、燃やせないごみ

330手、粗大ごみ50手、合計5,640手を回収し

ました。

　皆さんのご協力で、市内がきれいになりまし

た。ありがとうございました。

問合せ　生活環境課生活環境係階205

広報係からのお知ら広報係からのお知らせせ

リ
サ
イ
ク
ル
セ
ン
タ
ー

ヨ

毅 毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅毅

市政の情報!

広報はむら26.7.1撃

キ

広報はむら26.7.1激

 問合せは羽村市役所（緯555-1111）または各施設へ 

ア
ス
ベ
ス
ト
（
石
綿
）
を
含
有
す

る
建
材
を
使
用
し
た
解
体
等
工

事
に
か
か
る
届
出
の
変
更

　
大
気
汚
染
防
止
法
や
東
京
都
環

境
確
保
条
例
で
、
石
綿
を
含
有
す

る
建
築
物
な
ど
を
解
体
す
る
と
き

な
ど
は
、
石
綿
の
飛
散
に
よ
る
健

康
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
作
業

手
順
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今

回
、
法
令
の
改
正
に
よ
り
こ
の
手

順
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

 主
な
変
更
点
 

猿
解
体
工
事
の
受
注
者
な
ど
は
、

石
綿
使
用
の
有
無
に
つ
い
て
事

前
に
調
査
し
、
発
注
者
に
調
査

結
果
を
説
明
す
る
と
と
も
に
調

査
結
果
を
公
衆
の
見
や
す
い
位

置
に
掲
示
す
る

猿
作
業
の
事
前
届
出
が
、
工
事
施
工

者
か
ら
工
事
の
発
注
者
に
変
更

▼
届
出
窓
口
　
延
べ
面
積
２
０
０

０
愛
未
満
の
建
築
物
…
羽
村
市
環

境
保
全
課
、
２
０
０
０
愛
以
上
の

建
築
物
お
よ
び
す
べ
て
の
工
作
物

…
東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所

脂
問
合
せ
　
環
境
保
全
課
環
境
保

全
係
階
　224

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
猶
予

な
ど

　
国
民
年
金
に
は
、
所
得
が
一
定

以
下
の
方
の
保
険
料
を
免
除
ま
た

は
猶
予
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
失
業
し
た
方
は
、
特
例
と

し
て
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
平
成
　
年
７
月
分
か
ら
平
成
　

26

27

年
６
月
分
の
免
除
・
猶
予
申
請
の

受
付
は
、
７
月
１
日
峨
か
ら
開
始

し
ま
す
。

　
な
お
、
平
成
　
年
４
月
か
ら
、

26

保
険
料
の
納
付
期
限
か
ら
２
年
を

経
過
し
て
い
な
い
期
間
（
申
請
時

点
か
ら
２
年
１
か
月
前
ま
で
の
期

間
）
に
つ
い
て
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
申

請
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

詳
し
く
は
、
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
　
年
金
手

帳
・
代
理
人
が
申
請
す
る
場
合
は

印
鑑

※
前
年
の
所
得
を
も
と
に
日
本
年

金
機
構
に
よ
る
審
査
が
あ
り
ま

す
。
所
得
が
未
申
告
の
場
合
は
、

事
前
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
転
入
し
た
方
は
課
税
証
明
書
、

離
職
し
た
方
は
雇
用
保
険
被
保

険
者
離
職
票
な
ど
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

脂
問
合
せ
　
青
梅
年
金
事
務
所

緯
０
４
２
８－

３
０－

３
４
１
０
／

市
民
課
高
齢
医
療
・
年
金
係
階
　138

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証

の
更
新

　
現
在
の
国
民
健
康
保
険
高
齢
受

給
者
証
は
、
平
成
　
年
７
月
　
日

26

31

牙
が
有
効
期
限
で
す
。
対
象
の
方

へ
は
、
７
月
中
に
新
し
い
受
給
者

証
を
送
付
し
ま
す
。　
新
し
い
受

給
者
証
の
有
効
期
間
は
、
８
月
１

日
画
か
ら
平
成
　
年
７
月
　
日
画

27

31

ま
で
で
す
。

　
こ
れ
か
ら
　
歳
に
な
る
方
に
は
、

70

誕
生
月
の
翌
月
（
誕
生
日
が
１
日

の
方
は
誕
生
月
）
か
ら
使
え
る
受

給
者
証
を
、
誕
生
月
の
末
日
（
誕
生

日
が
１
日
の
方
は
前
月
の
末
）
ま

で
に
送
付
し
ま
す
。

平
成
　
年
度
か
ら
　
～
　
歳
の
方

26

70

74

の
自
己
負
担
割
合
が
変
わ
り
ま
し
た

猿
現
役
並
み
所
得
者
以
外
　
昭
和

　
年
４
月
１
日
以
前
生
ま
れ
の

19方
…
１
割
、
昭
和
　
年
４
月
１

19

日
以
降
生
ま
れ
の
方
…
２
割

猿
現
役
並
み
所
得
者
（
※
）　
３
割

※
現
役
並
み
所
得
者
…
住
民
税
課

税
所
得
（
調
整
控
除
が
適
用
さ

れ
る
場
合
は
控
除
後
の
金
額
）

が
１
４
５
万
円
以
上
の
　
～
　

70

74

歳
の
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者

脂
問
合
せ
　
市
民
課
保
険
係
階
　125

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認

定
証
の
申
請

　
現
在
の
国
民
健
康
保
険
限
度
額

適
用
認
定
証
は
、
平
成
　
年
７
月

26

　
日
牙
が
有
効
期
限
で
す
。

31　
平
成
　
年
８
月
１
日
画
か
ら
の

26

認
定
証
の
申
請
受
付
を
、
７
月
　22

日
峨
か
ら
行
い
ま
す
。
８
月
１
日

画
か
ら
引
き
続
き
必
要
な
方
は
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
医
療
費
の
自
己
負
担
が
高
額
と

な
っ
た
場
合
、「
国
民
健
康
保
険
限

度
額
適
用
認
定
証
（
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
は
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」）」
を

提
示
す
る
と
、
医
療
機
関
へ
の
支

払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
（
年
齢
・

所
得
区
分
に
よ
り
異
な
る
）
ま
で

と
な
り
ま
す
。

　
認
定
証
の
交
付
に
は
事
前
の
申

請
が
必
要
で
す
。
申
請
し
た
月
か

ら
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
保
険
税
を
滞
納
し
て
い
る
と
交

付
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
　
　
歳
未
満
の
方
（
　
～

70

70

　
歳
は
非
課
税
の
方
）
／
申
請
に

74必
要
な
も
の
　
国
民
健
康
保
険
被

保
険
者
証

脂
申
請
先
・
問
合
せ
　
市
民
課
保

険
係
階
　125

第
３
回
羽
村
市
高
齢
者
福
祉
計

画
及
び
第
６
期
介
護
保
険
事
業

計
画
審
議
会

▼
日
時
　
７
月
７
日
俄
午
後
７
時

～
／
会
場
　
市
役
所
４
階
特
別
会

議
室
／
定
員
　
５
人
（
希
望
者
多

数
の
場
合
は
抽
選
）

※
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

脂
問
合
せ
　
高
齢
福
祉
介
護
課
高

齢
福
祉
係
階
　175

第
３
回
障
害
者
計
画
及
び
障
害

福
祉
計
画
審
議
会

▼
日
時
　
７
月
　
日
牙
午
後
７
時

10

～
／
会
場
　
市
役
所
４
階
特
別
会

議
室
／
定
員
　
　
人
（
先
着
順
）

10

※
直
接
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

脂
問
合
せ
　
障
害
福
祉
課
障
害
福

祉
係
階
　172

アラカルト情情報
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な
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